
市議会だより 205 号（4）

◆
議
案
第
１
号

　

龍
ケ
崎
市
特
定
健
康
診
査
等
実
施

条
例
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
つ
い

て
　

健
診
の
受
診
を
促
進
し
、
が
ん
の

早
期
発
見
や
正
し
い
健
康
意
識
の
普

及
を
目
的
と
し
て
、
そ
の
年
度
に
お

い
て
特
定
の
年
齢
に
達
す
る
方
に
対

し
て
、
が
ん
検
診
、
特
定
健
康
診
査

等
に
係
る
費
用
を
無
料
と
す
る
た

め
、
本
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
６
号

　

龍
ケ
崎
市
税
条
例
等
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

令
和
５
年
４
月
か
ら
の
全
国
統
一

の
地
方
税
統
一
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
対
応
納

付
書
の
導
入
に
伴
い
、
金
融
機
関
等

で
の
延
滞
金
や
督
促
手
数
料
に
係
る

事
務
の
取
扱
い
が
変
更
と
な
り
、
費

用
対
効
果
等
の
観
点
か
ら
市
税
に
係

る
督
促
手
数
料
を
廃
止
す
る
こ
と
と

し
、
併
せ
て
、
各
種
保
険
料
等
に
関

し
て
も
督
促
手
数
料
を
廃
止
す
る
た

め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
７
号

　

龍
ケ
崎
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

　

国
の
定
め
る
基
準
が
改
正
さ
れ
た

こ
と
に
伴
う
も
の
で
、
安
全
計
画
の

策
定
等
の
義
務
化
や
、
自
動
車
で
の

移
動
や
バ
ス
送
迎
に
当
た
っ
て
の
安

全
管
理
に
関
す
る
規
定
の
追
加
、
懲

戒
権
に
関
す
る
規
定
の
削
除
、
そ
の

他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
８
号

　

龍
ケ
崎
市
放
課
後
児
童
健
全
育
成

事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て

　

議
案
第
７
号
と
同
様
に
国
の
定
め

る
基
準
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う

も
の
で
、
安
全
計
画
の
策
定
等
の
義

務
化
や
、
自
動
車
で
の
移
動
に
当

た
っ
て
の
安
全
管
理
に
関
す
る
規
定

の
追
加
、
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行

う
も
の
で
す
。

◎
質
疑

伊
藤
議
員　

条
例
の
主
な
改
正
内
容

を
お
聞
き
し
ま
す
。

教
育
部
長　

全
て
の
放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ
等
は
児
童
の
安
全
を
確
保
す
る

た
め
の
取
組
を
計
画
的
に
実
施
す
る

た
め
に
計
画
策
定
が
義
務
づ
け
ら
れ

ま
し
た
。
こ
の
計
画
に
基
づ
き
、
支

援
員
等
の
研
修
や
訓
練
を
定
期
的
に

実
施
し
、
保
護
者
に
対
し
て
も
取
組

内
容
を
周
知
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

　

ま
た
、現
在
、市
の
学
童
保
育
ル
ー

ム
で
は
、
自
動
車
の
運
行
は
行
っ
て

お
り
ま
せ
ん
が
、
自
動
車
を
利
用
し

て
移
動
し
た
場
合
、
乗
車
や
降
車
に

際
し
て
点
呼
す
る
な
ど
、
確
実
に
把

握
で
き
る
方
法
で
確
認
す
る
こ
と
が

義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

◆
議
案
第
９
号

　

龍
ケ
崎
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設

及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
並
び
に

特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等

の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て　
　

こ
ど
も
家
庭
庁
の
設
置
に
伴
う
関

係
法
律
の
整
備
に
よ
り
、
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
法
等
が
改
正
さ
れ
、
本

条
例
に
お
い
て
引
用
す
る
当
該
法
律

等
の
条
項
に
つ
い
て
改
正
を
行
う
と

と
も
に
、
民
法
及
び
児
童
福
祉
法
の

改
正
に
伴
う
懲
戒
権
に
関
す
る
規
定

の
削
除
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
14
号

　

龍
ケ
崎
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

健
康
保
険
法
施
行
令
の
改
正
に
よ

り
出
産
育
児
一
時
金
の
額
が
引
き
上

げ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
条
例
で
定

め
る
出
産
育
児
一
時
金
の
額
に
つ
い

て
、
同
様
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
15
号

　

龍
ケ
崎
市
印
鑑
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

印
鑑
証
明
書
の
交
付
申
請
手
続
に

つ
い
て
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
を
用

い
た
申
請
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
所

要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
16
号

　

龍
ケ
崎
市
と
茨
城
県
信
用
保
証
協

会
と
の
損
失
補
償
金
寄
託
契
約
に
基

づ
く
回
収
金
の
返
還
を
受
け
る
権
利

の
放
棄
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

本
条
例
に
基
づ
き
、
中
小
企
業
等

の
事
業
の
再
生
の
促
進
を
目
的
に
、

市
が
茨
城
県
信
用
保
証
協
会
に
対
し

損
失
補
償
を
行
っ
た
場
合
に
生
じ
る

回
収
金
の
返
還
を
受
け
る
権
利
の
放

棄
に
関
し
、
そ
の
条
件
と
な
る
事
項

に
係
る
根
拠
法
令
に
つ
い
て
、
法
律

の
制
定
、
廃
止
に
伴
う
修
正
を
行
い
、

新
た
に
対
象
と
な
る
計
画
の
追
加
を

行
う
た
め
、
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

　審議された主な議案の内容と、本会議で行われた議案に対する質疑や討論の一部について掲載しています。
　議案を所管する委員会においても、議案等の審査を行っており、その審査内容の一部を 11 ページに掲載し
ています。

本会議
▼
第
１
回
定
例
会
（
３
月
）

　▲特定の年齢に達する方の
　　健診費用を無料とします

　▲スマートフォン等を
　　用いて申請が可能に



◆
議
案
第
17
号

　

龍
ケ
崎
市
自
然
環
境
等
と
太
陽
光

発
電
設
備
設
置
事
業
と
の
調
和
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

　

市
内
に
お
い
て
、
多
く
の
太
陽
光

発
電
設
備
の
設
置
が
さ
れ
て
い
る
現

状
等
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
設
備
の
設

置
時
の
手
続
等
に
加
え
、
そ
の
後
の

適
正
な
管
理
及
び
廃
止
、
撤
去
等
に

つ
い
て
の
規
定
を
追
加
す
る
な
ど
、

所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
20
号

　

令
和
４
年
度
龍
ケ
崎
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
９
号
） 

　

こ
れ
は
、
既
定
の
歳
入
歳
出
予
算

の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
７
億

４
４
８
２
万
７
千
円
を
追
加
し
、
歳

入
歳
出
予
算
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ

３
０
３
億
９
３
０
７
万
千
円
と
す
る

も
の
で
す
。

（
主
な
事
業
等
）

・
駅
前
こ
ど
も
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
管
理

運
営
費

・
小
学
校
管
理
費

・
総
合
運
動
公
園
等
管
理
運
営
費

◎
質
疑

金
剛
寺
議
員　

個
人
番
号
カ
ー
ド
普

及
促
進
費
に
つ
い
て
、
現
在
の
申
請

率
及
び
交
付
率
を
お
尋
ね
し
ま
す
。

市
民
生
活
部
長　

令
和
５
年
２
月
19

日
時
点
で
、
申
請
率
は
76
％
、
交
付

率
は
59
・
１
％
で
す
。

　

ま
た
、
直
近
３
か
月
の
申
請
件
数

は
、
令
和
４
年
11
月
に
２
４
１
９
件
、

同
年
12
月
に
４
２
７
４
件
、
令
和
５

年
１
月
に
１
７
４
６
件
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。　

◆
議
案
第
27
号

　

令
和
５
年
度
龍
ケ
崎
市
一
般
会
計

予
算

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
２
７

７
億
７
千
万
円
で
す
。

　
令
和
４
年
度
当
初
予
算
と
比
較

し
、
20
億
１
千
万
円
、
７
・
８
％
増

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

（
主
な
事
業
等
）

・
Ａ
Ｉ
オ
ン
デ
マ
ン
ド
交
通
実
証
実

験
事
業

・
市
政
施
行
70
周
年
記
念
式
典
開
催

事
業

・
出
産
・
子
育
て
応
援
交
付
金
給
付

事
業

・
森
林
公
園
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
事
業

・
新
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
建
設
事
業

◆
議
案
第
33
号

　

龍
ケ
崎
市
の
政
治
倫
理
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て

　

地
方
自
治
法
の
改
正
に
伴
い
、
議

員
が
個
人
事
業
主
で
あ
る
場
合
の
市

と
の
請
負
契
約
等
に
関
す
る
規
制
が

緩
和
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
本
条
例
で

禁
止
す
る
契
約
等
の
範
囲
に
つ
い
て

も
整
合
を
図
る
た
め
、
所
要
の
改
正

を
行
う
も
の
で
す
。

◎
議
案
に
対
す
る
反
対
討
論

後
藤
敦
志
議
員　

条
例
改
正
に
当

た
っ
て
の
説
明
で
は
、
法
改
正
に
伴

う
も
の
で
、
改
正
は
必
要
と
の
こ
と

で
し
た
が
、
近
年
の
市
議
会
議
員
選

挙
を
見
て
も
、
無
投
票
と
な
っ
た
り
、

定
数
に
満
た
な
い
状
況
で
は
な
い
の

で
、
議
員
の
成
り
手
不
足
を
理
由
に

規
制
を
緩
和
す
る
必
要
は
な
い
と
考

え
ま
す
。
ま
た
、
令
和
３
年
に
は
官

製
談
合
事
件
も
発
覚
し
、
改
正
に
つ

い
て
は
、
慎
重
に
す
べ
き
で
す
。

　

改
正
が
必
要
で
あ
れ
ば
、
請
負
金

額
を
政
令
で
定
め
る
３
０
０
万
円
か

ら
引
き
下
げ
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

以
上
の
理
由
か
ら
、
本
条
例
改
正
案

に
反
対
し
ま
す
。

◆
令
和
４
年
請
願
第
３
号

　

マ
ス
ク
着
用
が
任
意
で
あ
る
こ
と

の
周
知
徹
底
と
子
ど
も
た
ち
の
給
食

時
の
改
善
を
求
め
る
請
願
書

　

文
教
福
祉
委
員
会
で
「
継
続
審
査
」

と
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
反
対
討
論

が
あ
り
ま
し
た
が
、
採
決
の
結
果
、

賛
成
多
数
で
「
継
続
審
査
」
と
す
る

こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

◎
継
続
審
査
に
対
す
る
反
対
討
論　

岡
部
議
員　

教
育
委
員
会
や
現
場
の

先
生
方
の
状
況
に
合
わ
せ
る
と
い
う

考
え
も
理
解
で
き
ま
す
が
、
子
ど
も

た
ち
の
思
い
や
市
民
の
声
を
第
一
に

考
え
れ
ば
、
趣
旨
に
賛
同
で
き
ま
す

し
、
賛
同
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
採

択
す
べ
き
と
考
え
る
の
で
、
継
続
審

査
と
す
る
こ
と
に
は
反
対
し
ま
す
。

後
藤
光
秀
議
員　

マ
ス
ク
も
緩
和
さ

れ
る
か
ら
、
も
う
い
い
だ
ろ
う
と

い
っ
た
声
も
聞
こ
え
ま
し
た
が
、
こ

の
請
願
は
、
昨
年
の
12
月
に
出
さ
れ

た
も
の
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
継
続
審
査
で
は
な
く
、

請
願
に
対
し
て
賛
成
か
反
対
か
で
分

か
れ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、

継
続
審
査
と
す
る
こ
と
に
は
反
対
し

ま
す
。

　▲オンラインや郵送での
　　申請も行っています

　龍ケ崎市議会では本会議の様子を、Youtube（ユーチュー
ブ）で配信しています。
　龍ケ崎市議会チャンネルを登録いただくと、新しい動画
が公開された際や、ライブ配信が開始された際に通知を受
け取ることができます。ぜひ、登録をお願いします。

YouTubeYouTube
で 議会を見よう！で 議会を見よう！
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